
保
健
師
ル
ポ

ひ
と
が
元
気
！
ま
ち
が
元
気
！

「
未
来
に
つ
な
が
る
健
康
都
市
」か
の
や

鹿
屋
市
は
大
隅
半
島
の
中
央
部
に
位
置
し
、

県
内
各
市
町
や
空
港
・
港
湾
等
を
つ
な
ぐ
国

道
の
結
節
点
で
あ
る
ほ
か
、
国
内
有
数
の
農

林
水
産
業
地
帯
を
形
成
し
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
国
・
県
の
機
関
や
商
業
施
設
、
文
化
・

教
育
施
設
、
医
療
・
福
祉
施
設
等
が
集
積
し

て
い
る
と
と
も
に
、
さ
つ
ま
い
も
、
茶
、
園
芸

作
物
な
ど
の
農
業
や
養
豚
、
肉
用
牛
な
ど
の

畜
産
業
、
カ
ン
パ
チ
や
ウ
ナ
ギ
な
ど
の
水
産
業

に
お
い
て
、
高
い
産
出
額
を
誇
る
地
域
で
す
。

ま
た
、日
本
最
大
級
の
ば
ら
園
を
有
し
て
お
り
、

「
ば
ら
の
ま
ち
」「
健
康
・
交
流
都
市
」
を
キ
ャ
ッ

チ
フ
レ
ー
ズ
に
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い

ま
す
。

さ
ら
に
、
国
立
鹿
屋
体
育
大
学
や
国
立
大

隅
青
少
年
自
然
の
家
、
県
民
健
康
プ
ラ
ザ
健

康
増
進
セ
ン
タ
ー
な
ど
、
健
康
・
ス
ポ
ー
ツ

に
関
す
る
特
色
あ
る
機
関
や
施
設
等
が
あ
り

健
康
づ
く
り
に
適
し
た
環
境
で
す
。

総
人
口
は
９
８
，
６
６
９
人
（
令
和
６
年

９
月
末
現
在
）
で
高
齢
化
率
は
30
・
96
％
、

人
口
の
将
来
推
計
に
お
い
て
引
き
続
き
減
少

す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
お
り
、
高
齢
化
率

も
ま
す
ま
す
増
加
す
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
国
保
被
保
険
者
数
は
２
０
，

８
７
７
人
（
令
和
６
年
９
月
末
現
在
）、
加

入
者
割
合
は
21
・
２
％
で
、
年
々
減
少
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

本
市
の
国
保
保
健
事
業
は
、
健
康
保
険
課

保
険
給
付
係
が
企
画
調
整
を
行
い
、
健
康
増

進
課
（
鹿
屋
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
）
と
連

携
を
図
り
、
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

保
険
給
付
係
は
、
係
長
を
含
む
事
務
職
４

人
、
保
健
師
１
人
、
会
計
年
度
任
用
職
員
７

人
（
う
ち
看
護
師
４
人
）
の
係
と
な
っ
て
い

ま
す
。

第
３
期
デ
ー
タ
へ
ル
ス
計
画
策
定
か
ら
み

え
た
課
題

「
健
康
の
保
持
増
進
・
Ｑ
Ｏ
Ｌ
の
維
持
及
び

向
上
」「
医
療
費
適
正
化
」
に
向
け
て
、
令
和

６
年
３
月
に
第
３
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
を

策
定
し
ま
し
た
。

第
２
期
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
の
取
組
状
況

を
整
理
し
た
と
こ
ろ
次
の
よ
う
な
課
題
が
明

確
化
さ
れ
ま
し
た
。

・�

健
診
の
受
診
率
が
低
い
こ
と
か
ら
国
保
加
入

者
の
健
康
状
態
の
把
握
が
で
き
ず
、
適
切
な

健
康
支
援
や
生
活
習
慣
病
の
予
防
に
つ
な
げ

ら
れ
て
い
な
い
。
特
に
若
年
層（
40
・
50
代
）

や
治
療
中
患
者
へ
の
健
診
受
診
の
勧
奨
が

必
要
。

・�

特
定
保
健
指
導
、
糖
尿
病
性
腎
症
や
慢
性

腎
臓
病（
Ｃ
Ｋ
Ｄ
）の
予
防
対
策
に
お
い
て
、

ともに支え合い、
　いきいきと暮らせるまちを目指して
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保
健
師
ル
ポ

リ
ス
ク
が
高
い「
糖
尿
病
」「
高
血
圧
」「
脂
質

異
常
症
」の
重
症
化
予
防
を
よ
り
一
層
意
識

し
た
保
健
指
導
の
内
容
の
工
夫
が
必
要
。

・�
特
定
健
診
受
診
の
結
果
、
医
療
機
関
受
診

勧
奨
判
定
者
の
う
ち
医
療
に
つ
な
げ
ら
れ
て

い
な
い
人
が
一
定
数
い
る
こ
と
か
ら「
未
治

療
者
」を
早
期
段
階
で
医
療
へ
つ
な
げ
る
こ
と

が
必
要
。

・�

効
果
的
な
支
援
を
行
う
た
め
、
保
健
師
、

管
理
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
等
の
多
職
種

連
携
を
図
っ
た
保
健
指
導
と
と
も
に
、
医
療

と
の
連
携
の
体
制
が
必
要
。

こ
れ
ら
の
課
題
解
決
の
た
め
に
、
市
の
保

健
師
、
管
理
栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士
等
の
医

療
専
門
職
で
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
に
整
理
し

て
い
る
現
状
や
課
題
の
共
有
を
図
り
ま
し
た
。

ま
た
、
市
民
に
と
っ
て
必
要
な
支
援
体
制
等
に

つ
い
て
随
時
検
討
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
は
、リ
ス
ク
が
高
い
「
糖
尿
病
」「
高

血
圧
」「
脂
質
異
常
症
」
の
重
症
化
予
防
を
よ

り
一
層
意
識
し
、
高
血
圧
・
脂
質
異
常
症
の

重
症
化
予
防
対
策
の
取
り
組
み
を
始
め
ま
し

た
。
複
数
の
リ
ス
ク
を
有
し
て
い
る
方
も
み
ら

れ
、
効
果
的
効
率
的
に
支
援
で
き
る
よ
う
糖

尿
病
重
症
化
予
防
対
策
、
高
血
圧
・
脂
質
異

常
症
重
症
化
予
防
対
策
の
各
担
当
が
情
報
共

有
を
し
な
が
ら
、健
康
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

特
定
健
診
受
診
率
向
上
対
策

本
市
は
、
特
定
健
診
受
診
率
が
県
内
で
低

い
位
置
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
３
年
度
か

ら
は
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
分
析
を
活
用
し
た

受
診
勧
奨
対
策
の
実
施
等
、
様
々
な
取
り
組

み
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

特
定
健
診
で
は
、
医
療
機
関
で
の
個
別
健

診
と
複
合
健
診
と
し
て
集
団
健
診
を
実
施
し

て
お
り
、
集
団
健
診
に
お
い
て
は
、
土
日
の
実

施
や
夜
間
健
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、
健

診
受
診
率
は
36
％
前
後
を
横
ば
い
で
推
移
し
、

特
に
40
～
50
歳
代
の
受
診
率
が
低
く
、
働
く

世
代
の
方
々
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
コ
ロ
ナ
禍
以
降
予
約
制
を
導
入
し
、

健
診
の
待
ち
時
間
が
短
縮
さ
れ
た
と
い
う
メ

リ
ッ
ト
が
あ
る
反
面
、「
予
約
す
る
こ
と
自
体

が
面
倒
」「
受
診
し
た
か
っ
た
が
予
約
期
間

が
過
ぎ
て
い
た
」
等
の
声
も
あ
り
、
健
診
の

実
施
体
制
の
見
直
し
の
必
要
性
を
感
じ
て
い

ま
す
。

令
和
６
年
度
の
受
診
率
向
上
対
策
と
し
て

は
、
働
く
世
代
の
方
々
の
受
診
し
や
す
い
環

境
づ
く
り
や
健
康
意
識
の
向
上
を
目
的
に
次

の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①　

�

40
～
64
歳
の
方
々
へ
の
Ｓ
Ｍ
Ｓ
配
信

に
よ
る
受
診
勧
奨

人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
に
よ
り
分
類
し
た
対

象
者
に
対
し
、
ナ
ッ
ジ
理
論
を
用
い
た
メ
ッ

セ
ー
ジ
（
Ｓ
Ｍ
Ｓ
）
に
よ
り
、
健
診
予
約
が

可
能
な
健
診
特
設
サ
イ
ト
へ
つ
な
げ
る
取
り
組

み
で
す
。

②　

�

簡
易
型
血
液
検
査
に
よ
る
健
康
意
識

の
向
上

20
～
30
歳
代
の
方
々
と
令
和
６
年
度
の
健

診
未
受
診
者
を
対
象
に
、
自
宅
で
で
き
る
血

液
検
査
を
実
施
し
て
も
ら
い
、
自
身
の
健
康

に
つ
い
て
意
識
を
高
め
て
も
ら
う
取
り
組
み
で

す
。
ス
マ
ホ
か
ら
検
査
を
申
込
み
、
自
宅
に

届
く
検
査
キ
ッ
ト
で
少
量
の
採
血
後
郵
送
し
、

結
果
が
ス
マ
ホ
に
届
く
も
の
で
す
。
検
査
結
果

に
お
い
て
一
定
の
基
準
該
当
者
に
対
し
保
健

指
導
を
行
う
計
画
で
す
。

③　

�

健
診
継
続
受
診
の
た
め
の
健
康
年
齢

通
知

健
診
受
診
行
動
に
つ
な
げ
る
た
め
に
、
健

診
受
診
者
に
対
し
て
、
自
身
の
健
康
状
態
を

分
か
り
や
す
く
理
解
す
る
た
め
の
指
標
で
あ
る

「
健
康
年
齢
通
知
」
を
届
け
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
取
り
組
み
も
、
健
康

保
険
課
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
取
り
組
み
が
来
年
度
の
健
診
受
診

や
市
民
の
健
康
づ
く
り
に
役
立
て
て
も
ら
え
る

よ
う
、
市
民
の
声
を
大
切
に
し
な
が
ら
充
実

を
図
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

糖
尿
病
性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業

本
市
で
は
、
国
や
県
の
糖
尿
病
性
腎
症
重

症
化
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
も
と
に
、
個
別
支

援
や
集
団
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
特
定
健
診
結
果
に
お
い
て

基
準
該
当
者
に
対
し
、
保
健
師
、
管
理
栄
養

士
、
歯
科
衛
生
士
が
面
接
や
訪
問
を
行
い
医

療
機
関
へ
の
受
診
勧
奨
を
含
め
た
保
健
指
導

を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
重
症
化
予
防
の
た
め
に
は
、
医
療

機
関
受
診
後
の
支
援
も
継
続
的
に
行
わ
れ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

医
療
機
関
と
行
政
の
連
携
体
制
を
構
築
す
る

た
め
に
、
保
健
指
導
従
事
者
を
対
象
と
し
た

ス
キ
ル
ア
ッ
プ
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
糖
尿
病

性
腎
症
重
症
化
予
防
事
業
の
方
向
性
の
共
有

を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
国
保
の
新
規
人
工
透
析

導
入
者
数
は
年
々
減
少
傾
向
で
し
た
が
、
令

和
５
年
度
は
増
加
し
、
そ
の
多
く
の
方
々
が
、

過
去
５
年
間
の
健
診
が
未
受
診
で
あ
る
こ
と
、

血
圧
や
糖
尿
病
が
重
症
化
し
た
状
況
で
あ
る

こ
と
が
う
か
が
え
ま
し
た
。

市
民
の
生
活
習
慣
病
の
重
症
化
を
予
防
す

る
た
め
に
、
行
政
と
医
療
機
関
の
連
携
の
た

め
の
具
体
的
な
連
携
方
法
や
用
い
る
ツ
ー
ル

等
、
多
く
の
検
討
事
項
が
あ
り
ま
す
が
、
地

域
の
医
療
機
関
と
の
協
議
を
重
ね
な
が
ら
、

一
人
で
も
多
く
の
市
民
が
人
工
透
析
に
至
ら

な
い
よ
う
な
支
援
体
制
を
構
築
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。

スマホを活用した検査申込等の案内チラシ
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